
ク　ＥＵ等

輸出量 輸出額

牛　肉 82 t 585 百万円

　・　主要都市の高級レストランを中心に，肉質等級の低い和牛も含めて販路開
　　拓を進めるとともに，既に和牛を取り扱っているレストランを中心にバラ肉
　　やモモ肉の需要を創出
　・　現地に専門家を派遣し，調理方法（すき焼き，焼き肉等）やカット技術の
　　普及を推進

お　茶 22ｔ 97 百万円

　・　オーガニックでの引き合いが強いことから，有機栽培茶を中心とした輸出
　　拡大を推進。特に健康志向を背景に茶葉を丸ごと摂れる抹茶需要が高まって
　　おり，安心・安全を前面に出した有機抹茶の輸出拡大を推進
　・　貿易の拠点であるドイツを中心に，高所得者層をターゲットに茶専門店へ
　　の販路開拓

養殖ブリ等 137 t 204 百万円

　・　新興市場であり，現在，ブリを中心にした小規模な輸出が行われていると
　　ころ
　・　今後，需要の拡大が伸びる地域の一つであるが，衛生管理に関する施設の
　　認定・登録が最も厳しい地域
　・　同地域への市場の参入への取組については，生産・加工・流通まで一貫し
　　た製品管理が必要があり，輸出の円滑化を図るとともに，安定的供給や輸出
　　の円滑が図られるような衛生基準を満たす取組を支援

合　計 －－ 875 百万円

約20～25億円

輸　出
重点品目

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

5
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194

EU
EU

2015

=126.81 2016 1
4,215
6,845

8 8,600
659 38,349

214,300 13
479,305

64 0.5%)
54 1.5

GDP 2 8,337
GDP 44,332

GDP 0.2

5,101
4,385

3,200

1980

Monoprix
Auchan

1

1kg 307

1kg 3,877 /
575 Rose 394

80

ANUGA SIAL

104 6,500 194 155,766

73,142 176
57,255

2,777
2,242 1,889

5
5

資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

６４．９億円 (2016年)　　　
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EU

2015

1 =165.52 2016 1
7,681
5,242

19 7,900
1,084 67,258

258,500 11
222,000

65 0.6%)
24 3 2

GDP 2 9,500
GDP 45,729

GDP 3.0

5,148
3,807

810

Wagamama
YO! Sushi

Tesco Sainsbury s

& 

Japan Centre Atari-Ya 10

1 72 36

1kg 796
713

30,541 101
62,675

4,808 3,306
2,530

5
6

資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

６１．３億円 (2016年)　　　
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EU JAS
EU

2015

1 =126.81 2016 1
14,520
17,095

11 2,600
1,684 39,902

162,600 16
711,529

81 0.1%)
35 94%

GDP 3 8,744
GDP 47,774

GDP 1.6

(BIO)

9,150
1 1,348

500

Nordsee

Wrap

1. 2. 3.

EU

1kg 390 298

1kg 1,300
669

SiAL ANUGA

2015 192 16
108 7,063

59,299 103
93,500

5,398
4,194 3,340

5
7

資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

６６．７億円 (2016年)　　　
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EU

2015

2015

1 =126.81 2016 1
2,705
5,364

4 7,700
277 13,687

103,200 17
454,465

60 0.1%)
30 5 4

85%

GDP 2 1,477
GDP 35,335

GDP -0.4%

3,551
3,979

900

EU

1kg 250
1kg 642

295

45,577 76
48,067

2,525 2,224
2,136

5
8

資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

３４億円 (2016年)　　　
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第７ 戦略的取組の推進体制等

１ 推進体制

・ 本ビジョンの実現に向けて司令塔となる組織を立ち上げ，そ
の下に，品目別の部会を新たに設置するなどの体制を整備し，
各般の施策を推進するとともに，ビジョンに基づく戦略的取組
の推進や検証等を実施します。

・ ロードマップに基づく輸出重点品目の国・地域別の目標達成
に向けて，計画的な取組を進めます。

・ 輸出に関するあらゆる相談に対応できる専門家や実務者を活
用し，必要な助言等を行うこととします。

２ 広域的連携

・ 平成27年に策定した「九州創生アクションプラン」に基づき，
九州各県の特（長）性を生かしながら「オール九州」での輸出
に向けた取組について検討を進めていきます。

・ 通年的な輸出品目の確保に向け，九州管内を越えた広域的連
携の可能性について検討を進めていきます。

３ 国際的な経済連協定への戦略的な対応

・ 日ＥＵ・ＥＰＡやＴＰＰ11など，国際的な経済連携協定の進
展等を見据えながら，戦略的な取組を展開していきます。

４ 国への要請

・ 国際競争力のある生産基盤等の確立に必要な支援や，二国間
協議による輸出環境整備と輸出先国等の基準に適合した生産体
制の確立などに対する支援をあらゆる機会を通じて要請してい
きます。

59
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ロードマップ

取 組 項 目 ・ 内 容 等

① 輸出に取り組む農林漁業者の確保・育成

② 輸出相手国・地域の市場のニーズ等の把握

③ 鹿児島の強みを生かした「産地づくり」や「産品づ
くり」の推進

④ 商社等と連携した海外のニーズに応じた商品づく
りの推進

⑤ 世界に通用するGAP・ASC等の認証制度への取
組を促進

輸出相手国・地域の衛生基準に応じた加工施設
のＨＡＣＣＰ対応等への取組を促進

2025年
(H37)

2024年
(H36)

2023年
(H35)

2022年
(H34)

2021年
(H33)

2020年
(H32)

2019年
(H31)

2018年
(H30)

〔別 紙〕

① 産地づくりから集荷・販売まで一貫して取り組む集
荷組織等の確保・育成

② 複数品目の混載等により，輸送ロットを確保したコ
ストの低減の取組

③ 鹿児島の地理的優位性等を生かせる船便などの
活用を促進

④ インターネットによる小口の輸出にも対応できる輸
送手段・ルートの活用を促進

⑤ 大隅加工技術研究センター等において，青果物
等の鮮度保持技術の研究・開発を推進

つ

く

る

各種セミナーの参加を支援

海外見本市等への参加を通じて新規市場の調査等を実施

輸出相手国のニーズに応じた商品づくりを推進

輸出相手国のニーズに応じた産地づくりを推進

各種認証制度の取得に向けた取組を促進

あ
つ
め
る
・
は
こ
ぶ

低コスト品質保
持対策の体系化

低コスト輸送体系の普及を推進

輸出に意欲的な事業者等の取組等を支援

輸出用防除暦を作成 防除暦に基づく栽培を実証

加工施設等の導入など輸出環境の整備を支援

「急速液体凍結機」の導入を推進，活用を促進〔畜産物〕

関係者と連携した輸送手段の検討，利活用を推進

鮮度保持技術の研究・開発を推進

ＨＡＣＣＰ対応等への取組を促進

実証試
験等の
実施

「Ship & Air の推進」

6
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取 組 項 目 ・ 内 容 等
2025年
(H37)

2024年
(H36)

2023年
(H35)

2022年
(H34)

2021年
(H33)

2020年
(H32)

2019年
(H31)

2018年
(H30)

ロードマップ

う

る

① バイヤーや現地消費者等に県産品の魅力をＰＲ
できる人材の育成

② 販売指定店の拡大や地理的表示（ＧＩ）の登録の
促進等による海外での販売促進活動を展開

③ 鹿児島のブランドイメージの統一化による県産農
林水産物の認知度向上

④ 多くの外国人に県産農林水産物の魅力を体感し
てもらい，県産品の愛好者を増やす取組の実施

⑤ 県域を越えた広域的な連携などにより，通年的な
輸出品目の確保

⑥ ＥＣサイトなど多様な販売ツールの確保

⑦ クルーズ船への食材供給の可能性を探る

商談用語学習得を支援

海外販売促進フェアを企画，開催等，商談会等への出展を支援

「鹿児島黒牛」・「かごしま黒豚」販売指定店制度を推進

「ＧＩ」の登録を推進，「ＧＩ」を活用した輸出を促進

統一ＰＲ資材・
パンフレット等
を作成

統一ＰＲ資材・パンフレット等を活用した取組を展開

「KAGOSHIMA WAGYU」，「KAGOSHIMA KUROBUTA」の商標登録の取得を支援

国際空港や港等での試食・宣伝・販売への取組を支援

検疫証明手続き等に関する国等との協議・調整を実施

食材供給可能性
を研究

九州各県等と連携した取組を展開

食材供給

情報収集及び輸出事業者等への情報提供

6
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〔 参 考 資 料 〕
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図：県産農林水産物の輸出体制のフローと関連部門の連携協力関係

携連

国等関係機関・団体

【輸出市場】

輸入事業者
（インポーター）

卸売事業者

小売店

外食店
一般消費者

アジア地域
・

欧米等

生産者
卸売市場

集荷・調整

加工事業者等

地域段階における
関係団体・組合等

関連産業
観光業

フードサービス産業

県域での
関係団体・組合等

輸出事業者

インボイス
作成
輸出手続き

【 県産農林水産物輸出促進ビジョン推進本部 】(仮称)

出
荷

集
荷

委託販売 販売

販売

販売

食材調達 インバウンド
観光客誘致

販売

加工委託

輸出

生産支援活動

【供給】

〔参考資料〕

委託販売

6
3



輸出認定
食肉処理
施設

国
内
貿
易
会
社

国
内
空
港
※

海
外
空
港

会海
社外
倉貿
庫易

食肉卸
レストラン
小売店等

航空便

トラック

トラック トラック

重点品目 輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要
日数

備考

牛肉 香港，ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ，ﾀｲ，
米国，ＥＵ

航空便 1～4日程度
(①～④まで
の日数)

海
外
貿
易
会
社

発注

発注
※ 主に，福岡空港，関西国際空港，羽田空港

①

② ③ ④ ⑤

○ 牛肉 (冷蔵) → 香港，シンガポール，タイ，米国，ＥＵ

生産者

〔参考資料〕 【◆ 品目毎の輸出のサプライチェーン】

6
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国
内
貿
易
会
社

国

内

港
※

海

外

港

会海
社外
倉貿
庫易

食肉卸
レストラン
小売店等

船便
トラック トラック トラック

海
外
貿
易
会
社

重点品目 輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要日数 備考

豚肉
牛肉

香港，台湾，
米国

船便 2週間～1か月程度
(①～④までの日数)

発注

発注 ※ 県内は，川内港・志布志港

①

② ③ ④ ⑤

※ 特に牛肉については，冷蔵での航空便の活用が主流

○ 豚肉・牛肉 (冷凍)  香港，台湾，米国

輸出認定
食肉処理
施設

生産者

6
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県
内
茶
商

海
外
港

の県
現内
地茶
法商
人等
・
輸
業入
者卸
売

レ
ス
ト
ラ
ン
・

小
売
店
等

航空便

トラック

○ お茶 → 米国，ドイツ，台湾

国
内
商
社
※１

発注

トラック

トラック

貨物列車
トラック

国
内
港
※2

国
内
空
港

船便

海
外
空
港
※3

トラック

輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要日数 備考

米国，ドイツ 船便 ３～４週間程度
(①～⑥までの日数)

常温輸送

航空便 １週間程度
(①～⑥までの日数)

台湾 船便 ４～５日程度
(①～⑥までの日数)

航空便 －

※1：国内商社を通す場合は，国内渡し
で終了

※2：主に博多港
（国内港を経由する場合もあり）

※3：海外ハブ空港等での載せ換えあり

①

②

③

③

④

④

⑤ ⑥

発 注

6
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海
外
港

海

外

の

輸

入

業

者

量
販
店
等

航空便

○ さつまいも → 香港，台湾，タイ

トラック

トラック

国
内
港
※1

国
内
空
港
※2

船便

海
外
空
港

トラック

輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要日数 備考

香港，台湾，タイ 船便 １週間程度
(①～⑤までの日数)

航空便 ３～４日間程度
(①～⑤までの日数)

※1：鹿児島県内の港
※2：主に福岡空港

① ③

③

④ ⑤

農
業
団
体
等

トラック

トラック

②

発 注

②

6
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森
林
組
合
等

相
手
国
港

○ 木材（丸太） → 中国，韓国，台湾

輸
出
商
社
等

丸太の買付

重点品目 輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要日数 備考

木材（丸太） 中国 バルク船 10日程度
(①～④までの日数)

コンテナ船 ２週間程度
(①～④までの日数)

韓国 バルク船 ５日程度
(①～④までの日数)

コンテナ船 ３日程度
(①～④までの日数)

台湾 コンテナ船 10日程度
(①～④までの日数)

※1：中国の場合，くん蒸処理が必要
※2：・バルク船とは，梱包されていない穀物・木材など

のばら積み貨物を船倉に入れて輸送するために設計
された貨物船
・コンテナ船とは，国際規格の輸送用容器（コンテ
ナ）を積み込むための設備を有する船

※3： 志布志港・川内港・串木野港・米ノ津港

① ② ③ ④

トラック運搬

荷
役
業
者

バ
ル
ク
船
・
コ
ン
テ
ナ
船
※２

船便

※１

県内港
※３

荷役業者手配

バルク船・
コンテナ船手配

丸太の流れ 商流等の業務

発注

6
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○ 水産物（冷蔵）① → 米国，香港

生産者

漁協

漁連

国
内
貿
易
会
社

国
内
空
港
※

海
外
空
港

フィレ
加工
業者

会海
社外
倉貿
庫易

レストラン
小売店等航空便

トラック
トラック トラック

ト
ラ
ッ
ク

漁
船

重点品目 輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要
日数

備考

養殖
ブリ・

カンパチ

米国 航空便 1～2日程度
(①～④まで
の日数)

香港 航空便 1～2日程度
(①～④まで
の日数)

海
外
貿
易
会
社

発注

発注

① ② ③ ④ ⑤

①’

※ 主に，福岡空港
（国内空港を経由する場合もあり）

6
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生産者

漁協

漁連

国
内
貿
易
会
社

国
内
港
※

海
外
港

フィレ
加工
業者

会海
社外
倉貿
庫易

レストラン
小売店等

船便トラック 貨物列車
トラック

トラック

ト
ラ
ッ
ク

漁
船

海
外
貿
易
会
社

重点品目 輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要
日数

備考

養殖
ブリ・

カンパチ

米国 船便 1か月程度
(①～④まで
の日数)

香港 船便 1～2週間程
度
(①～④まで
の日数)

発注

発注

① ③ ④ ⑤

①’

○ 水産物（冷凍）② → 米国，香港

②

※ 主に，鹿児島港・博多港
（国内港を経由する場合もあり）

7
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生産者

漁協

認定加工場，
登録養殖場
等が必須

国
内
貿
易
会
社

国
内
空
港
※

海
外
空
港

会海
社外
倉貿
庫易

レストラン
小売店等航空便トラック トラック トラック

重点品目 輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要
日数

備考

養殖ブリ EU等 航空便 2～3日程度
(①～④までの
日数)

海
外
貿
易
会
社

発注

発注

① ② ③ ④ ⑤

○ 水産物（冷蔵）③ → EU等

※ 主に，福岡空港
（国内空港を経由する場合もあり）
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国
内
貿
易
会
社

国
内
港
※

海
外
港

会海
社外
倉貿
庫易

レストラン
小売店等

船便トラック トラック トラック

海
外
貿
易
会
社

重点品目 輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要
日数

備考

養殖ブリ EU等 船便 1か月程度
(①～④まで
の日数)

発注

発注

① ② ③ ④ ⑤

○ 水産物（冷凍）④ → EU等

※ 主に，博多港
（国内港を経由する場合もあり）

生産者

漁協

認定加工場，
登録養殖場
等が必須
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鹿児島県農林水産物輸出促進ビジョン（仮称）策定検討委員会設置要綱

（設置）

第１ 鹿児島県産農林水産物の輸出拡大に向けた指針となる「鹿児島県農林水

産物輸出促進ビジョン（仮称）」（以下「ビジョン」という。）を策定するに

あたり，「鹿児島県農林水産物輸出促進ビジョン（仮称）策定検討委員会」（以

下「検討委員会」という。）を設置する。

（検討事項）

第２ 検討委員会は，県産農林水産物の強みを生かした輸出促進に向けて，以

下の事項について検討する。

(1) 輸出相手国毎の品目横断的な取組

(2) 本県の地理的優位性を生かした取組

(3) 輸出目標額及び目標年度

(4) その他農林水産物の輸出促進に必要な事項

（組織）

第３ 検討委員会は，別紙に掲げる委員等をもって組織する。

（委員長及び副委員長）

第４ 検討委員会に委員長及び副委員長を各１人置き，委員の互選によりこれ

を定める。

２ 委員長は，会務を総理する。

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠

けたときはその職務を代理する。

（検討委員会の会議）

第５ 検討委員会の会議は，委員長が招集し，委員長が座長となる。

２ 委員長は，その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは，委員

以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。

（事務局）

第６ 検討委員会の事務局の総括は，鹿児島県農政部農政課が行う。

（雑則）

第７ この要綱に定めるもののほか，検討委員会の運営に関し必要な事項は，

委員長が検討委員会に諮って定める。

附 則 この要綱は，平成29年５月31日から適用する。
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（別 紙）

「県農林水産物輸出促進ビジョン（仮称）」策定検討委員会構成

※敬称略

委 員 （１４人）

【有識者】（４人）

日本大学生物資源科学部 教授 下渡 敏治（委員長）

鹿児島大学水産学部 教授 佐野 雅昭

合同会社 Ｇｏ！Ｋａｇｏｓｈｉｍａ 代表 門田 晶子

三菱商事株式会社生活産業グループ
生鮮品本部戦略企画室長 村田 哲也

※50音順

【生産者団体】（５人）

県経済農業協同組合連合会 代表理事専務 鬼丸 幸司

県食肉輸出促進協議会 会長 佐々木 幸良

かごしま茶輸出対策実施本部 本部長 池田 耕一

県産材輸出促進協議会 会長 野村 輝明

県水産物等輸出促進協議会 宮内 和一郎

【関係機関・団体】（３人）

農政部部長 川野 敏彦（副委員長）

ジェトロ鹿児島貿易情報センター 所長 永盛 明洋

県特産品協会 専務理事 池田 誠

【貿易・金融関係】（２人）

弓場貿易株式会社 代表取締役 弓場 秋信

鹿児島相互信用金庫 海外・貿易相談所 所長 村田 秀博
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オブザーバー （４人）

【農林水産省輸出促進推進員 本県担当者】（３人）

食料産業局 食文化・市場開拓課 課長補佐 松尾 佳典

食料産業局 知的財産課 審査官 南 光広

食料産業局 食品流通課商品取引室 室長 福井 逸人

【ＰＲ・観光戦略部】（１人）

かごしまＰＲ課長 久保 博一

事務局 （５人）

【農政部】（３人）

農政課長 菊地 要

農産園芸課長 寺園 昌昭

畜産課長 佐々木 幸良（委員）

【環境林務部】（１人）

かごしま材振興課長 米盛 恒司

【商工労働水産部】（１人）

水産振興課水産流通対策監 折田 和三

計 ２３人
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鹿児島県農林水産物輸出促進ビジョン策定検討委員会の開催実績等

年 月 項目，検討内容等

平成29年

６月 第１回検討会(6/15)

・県農林水産物輸出促進ビジョン(仮称)について

・県産農林水産物の輸出の現状等について

８月 第２回検討会(8/29)

・県農林水産物輸出促進ビジョン(仮称)骨子案について

11月 第３回検討会(11/14)

・県農林水産物輸出促進ビジョン(仮称)素案について

12月 ・ビジョン案のパブリックコメントの実施

(12/13～翌1/12)

平成30年

２月 第４回検討会(2/5)

・県農林水産物輸出促進ビジョン案について

・平成30年度事業の概要について

３月 ・ビジョン策定・公表
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